
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回地域医療再生計画に係る有識者会議 
資料１ 
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厚生労働省関係者御中 

 

地域医療再生基金における IT 活用による地域医療連携について 

 

  ２０１０年１月２２日 

IT 戦略本部評価専門調査会 

医療評価委員会座長 山本 隆一 

 

 

2009 年度医療評価委員会では、「地域の医療体制の疲弊に対する医療再生に向けた IT の

活用については、本年度以降厚生労働省の「地域医療再生基金」による「地域医療再生計

画」が策定・実施され、各地で IT を活用した地域医療連携等が加速することが予測される

ことから、全体最適を意識しつつ地域医療連携の普遍的・モデル的計画に近づける」とい

う観点で、第２回委員会において「地域医療における情報連携のモデル的プランについて」

につき議論をして、ここに資料をとりまとめました。 

 

貴省において、今後開催される「有識者会議」を経て都道府県の地域医療再生計画が承

認された結果を都道府県に通知される際に、この資料に示された趣旨についても伝達いた

だき、地域における IT の利活用が全体最適に近づいたものとなるようご尽力いただければ

幸いです。 

 

なお、本件に関して、各都道府県から質問などがありましたら、内閣官房 IT 担当室の医

療担当までご連絡頂ければ対応させて頂きます。 
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都道府県ご担当者各位 

 

地域医療再生基金における IT 活用による地域医療連携について 

             ２０１０年１月２２日 

                            IT 戦略本部評価専門調査会 

医療評価委員会 

 

貴自治体においては、厚生労働省の「地域医療再生基金」を用いた「地域医療再生計画」

に今後取り組まれる中で、医師確保、病院建設等地域のニーズに合致した様々なプロジェ

クトを実施することと推察いたします。その中で、地域医療連携の一環として IT を活用し

た病院間の情報連携を行う事業を実施する場合にご留意いただきたい事項を医療評価委員

会においてとりまとめて厚生労働省にお伝えしました。 

IT 戦略本部の下にある医療評価委員会では、我が国政府の政策によって行われる IT 利活

用ができる限り有効に行われるべきという観点から、貴自治体における情報連携の取組み

が継続的に行われること、将来システムの拡張を行う場合でも追加コストができる限り低

く抑えられること、ひいては日本全体として医療情報の連携が進展・普及していくことが

重要と認識しています。 

以上の趣旨をご勘案の上、今後、貴自治体において、IT を活用した情報連携を具体的に

進める際に、本文書及び添付資料を参考としていただけると幸いです。 

 

１．地域医療連携の実現に向けて IT を導入する以前の段階における留意事項 

・地域医療連携のための医療情報連携のためには、まず、医療情報を円滑に連携するため

の人的連携を構築する取組みが必要。連携して医療を行うためには、連携医療を担当する

人員が確保されるとともに、その間の信頼関係が構築されていなければならない。IT シ

ステムを導入するだけでは地域医療連携は実現しない。 

 

・IT の導入は、医師をはじめとする現場の医療従事者の負担が軽減されることが目的。し

たがって、業務負担軽減に役に立つ IT は何かを事前によく検討すべき。また、これまで

の業務プロセスを再点検して、必要に応じてそのプロセスを変更し IT 利活用による業務

負担軽減効果を得られやすくすることが重要。 

 

・既存 IT システムがある場合には、今回の資金によって単に個々のシステムのリプレイス

を拙速に行うのではなく、現場のニーズを再度確認して、関係者でよく協議をして、全体

として地域医療の円滑な連携や業務負担の軽減が図られるようなシステムの導入計画に

つき時間をかけて立案することが重要。 
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２．地域医療連携に向けて IT の活用を具体的に検討する際の留意事項 

 地域医療連携に向けて IT の活用を具体的に検討する際の留意事項は、添付資料にまとめ

ましたのでご参照ください。以下では、主なものを３点挙げます。 

 

①持続的に運用可能な情報連携ネットワークシステム 

・新規に情報システムを導入し周辺の医療機関と連携する場合には、持続的に運用するこ

とを考慮して、可能な限り低コストで簡素なシステムを選択すること（地域内における

サーバー数は可能な限り抑制して、中核病院による集中的な web 型電子カルテネット

ワーク運用を行うことを目指すなど）。 

 

・地域医療連携における医療情報の連携方式として集中型を採用する場合、地域内の情報

連携のためのリーダーを決定して、地域内で連携する各医療機関間の役割分担を明確化

することが重要。 

 

②安価で拡張性のあるインターネットでの接続 

・将来的な拡張性（他地域の機関や他の疾病の医療連携グループとの分散型情報連携等）

及びコスト負担を考慮して、セキュリティに十分配慮した上で、インターネットによる

ネットワーク接続を選択することが望ましい。例えば既存の地域連携サービスへの加入

など、インターネットを利用した安価で簡素な情報連携を実施することが望ましい。 

 

③外部のシステムとの情報交換機能の整備及び診療情報の標準の採用 

・既存の連携システムへの機能追加として、また、新システムの機能の一部として、将来

的にオンラインで情報連携を行うことも考慮し、標準的なフォーマット・用語コードに

沿った形での診療情報（紹介状には記載されない診療サマリを含む）を、可搬媒体で読

み書きができる形で連携ができる機能を整備する。 

 

・上記の標準的な出力フォーマット・用語コードとして、以下を採用すること。 

【出力フォーマット】 

・患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書  第一版（Patient Referral 

Document & Clinical Data Document V1.00） 

【標準マスター・コード】 

・ICD１０対応電子カルテ用標準病名マスター 

・標準臨床検査マスター（JLAC１０） 

・標準医薬品マスター 

 

 



資料１添付資料

地域医療における情報連携の デ 的プランに いて地域医療における情報連携のモデル的プランについて

～ 地域医療再生基金の活用による医療情報連携システムの構築における留意点 ～

２０１０年１月２２日

医療評価委員会事務局
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Ⅰ. 地域医療再生基金における医療情報連携のシステムのポイント

1. 持続的に運用可能な情報連携ネットワークシステム（Ⅰ－１を参照）
• 新規に情報システムを導入し周辺の医療機関と連携する場合には、持続的に運用することを考慮して、

可能な限り低コストで簡素なシステムを選択すること（地域内におけるサーバー数は可能な限り抑制して、
中核病院による集中的なweb型電子カルテネットワーク運用を行うことを目指すなど）。

• 地域医療連携における医療情報の連携方式として集中型を採用する場合、地域内の情報連携のための
リーダーを決定して、地域内で連携する各医療機関間の役割分担を明確化することが重要。

2. 安価で拡張性のあるインターネットでの接続（Ⅰ－２を参照）
• 将来的な拡張性（他地域の機関や他の疾病の医療連携グループとの分散型情報連携等）及びコスト負

担）を考慮して、セキュリティに十分配慮した上で、インターネットによるネットワーク接続を選択することが
望ましい。例えば既存の地域連携サービスへの加入など、インターネットを利用した安価で簡素な情報連
携を実施することが望ましい携を実施することが望ましい。

3. 外部のシステムとの情報交換機能の整備及び診療情報の標準の採用（Ⅰ－３を参照）
• 既存の連携システムへの機能追加として、また、新システムの機能の一部として、将来的にオンラインで

情報連携を行うことも考慮し、標準的なフォーマット・用語コードに沿った形での診療情報（紹介状には記情報連携を行う とも考慮し、標準的なフォ マット 用語 ドに沿った形での診療情報（紹介状には記
載されない診療サマリを含む）を、可搬媒体で読み書きができる形で連携ができる機能を整備する。
→Ⅰ－３－１～３を参照

• 上記の標準的な出力フォーマット・用語コードとして、以下を採用すること。 →Ⅰ－３－４～５を参照
【出力フォーマット】【出力フォ マット】
• 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書 第一版（Patient Referral Document & Clinical Data Document 

V1.00）
【標準マスター・コード】
• ICD１０対応電子カルテ用標準病名マスター
• 標準臨床検査マスター（JLAC１０）

標準医薬品マスタ
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• 標準医薬品マスター



Ⅰー１．現在の地域医療連携における医療情報の連携方式

 医療機関間の医療情報の連携方式については、地域によって複数の方式が存在
① 分散型（各機関が保有する独立したシステムを標準インターフェイスで連携する方式）
② 集中型（ASP型）（病院、中核病院の電子カルテシステムに他の病院が参画する方式）

集中型（ASP型)分散型

院内
リポジトリ

患者情
報を

問い合わせ

診療所 診療所診療所病院 公開用
リポジトリ

病院病院病院

標準インターフェース

報を
Webブ
ラウザ
で連携

問い合わせ

病院患者の情報は

各医療機関に存在。
レジストリを経由して レジストリ

患者情
報を

情報の在り処のみが登録され
る中継データベース

レジストリを経由して
情報を参照・連携

レジストリ

分散型としては
・東海医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（ＸＤＳ型）

診療所 病院病院 リハビリ病院など

報を
Webブ
ラウザ
で連携

・東海医療情報ﾈｯﾄﾜ ｸ（ＸＤＳ型）
・スーパードルフィン（非ＸＤＳ型）
・ID－Link（非ＸＤＳ型）
などがある。 集中型としては

・Webカルテネットワーク
（亀田病院等)

香 大学
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・K-MIX（香川大学）
・ドルフィン
などがある。 中核病院



Ⅰー２． 医療情報連携のネットワーク方式

医療機関間のネットワークは、セキュリティレベルやコスト負担によって、複数の方式が存在。

安価で汎用性の高い接続としてのインターネットのセキュリティレベルは向上しており、医療情報システムの
安全管理に関するガイドラインにおいて、IPsec＋IKEでのインターネット接続が認められた。

IP－VPNを使った接続 インターネットを使った接続

診療所 診療所診療所 診療所 診療所診療所

IP-VPN

インターネット

インターネットVPN

通信事業者の
閉域網

病院 病院

•通信事業者の閉域網を使用。

ただし 情報そのものの暗号は別途必
•インターネット回線を使用するため安
価である•ただし、情報そのものの暗号は別途必

要。

•通信経路上の管理責任の大部分を通
信事業者に委託ができる。

価である。
•セキュリティ確保のため、IPsecとIKE
が必要。

•管理責任のほとんどは医療機関。
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Ⅰ－３－１． 外部との情報連携のための機能付加について

中核病院は、外部との情報連携のため、患者の診療情報をCD-R（オフライン）で提供できる機能とともに、他の地域からの
診療情報を読み込む機能を有する情報連携リポジトリを設置。

この情報連携リポジトリは、外部との情報連携をスムースに行うため、標準的なフォーマット・用語コードに沿った情報を提
供することが必要。このため、院内での情報を標準形式に変換する機能を保有することが必要。また、紹介状情報に加え
て、連携医療に必要な診療情報を提供するため、提供用の診療サマリを整備することが必要。

将来的に、他の地域・他の疾病連携グループとオンラインでの情報交換をする場合を意識することが望ましい。

中核病院以外の診療所等においてはリポジトリを持つ必要はないが、自らが管理する患者の診療情報を標準的な形式で
CD-Rで提供できる機能を有する情報システムを整備することが望ましい。

新規の医療連携（集中型） 新規の医療連携（集中型）

CD Rで提供できる機能を有する情報システムを整備することが望ましい。

病院のシステムに
取り込む場合は
別の個人IDを付与

診療所 診療所診療所
診療所病院

情報連携

標準的な
出力フォーマット

病院

必要に応じてデータの
入った媒体を医療機
関へ持っていく

病院

標準 / 中核病院

標準I/F

情報連携
リポジトリ

情報連携
リポジトリ

出力フォ マット

医療情報

この地域医療連携内
にある個人の診療
データを一元的に収
集してCD等に出力

医療情報

個人用DB

個人向けDBサービス

個人として自らの
医療情報を保有し
て管理

標準I/F 中核病院

5

医療情報

引越

て管理
※EHRやPHRサービス等を想定



Ⅰ－３－２． 医療データの外部保存による運営方法の合理化

厚生労働省の「外部保存通知」が改正される予定であるが、情報の保管を医療機関からデータセンターに委託することで、医
療機関でのデータ管理、運営コスト削減が可能（民間のASP・SaaSサービスが利用可能となる）。今回の事業においても、必
要に応じて、外部保存等を活用し、安価で持続可能性の高い情報連携を目指すことが必要。

診療所が病院のデータを参照する場合（例）

診療所 診療所診療所

Webブラウザで

連携

診療所 診療所診療所

現在

Webブラウザで連携

診療所 診療所診療所

今後

患者の情報は

中核病院が管理

病院
病院

データセンタ
サービス

データを委
託

患者の情報をデー
タセンターに保存
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Ⅰ－３－３． 情報連携主体による患者IDの紐付け

他の病院と新たに患者情報の連携をする場合、両病院で利用している患者のID（診察券番号な
ど）を紐付けする必要がある。

その際、紐付けしたIDに対して、地域で患者に１つのIDを付番することが重要（患者の求めに応
じて 患者の地域内での診療情報をワンストップで提供することが可能となる）じて、患者の地域内での診療情報をワンストップで提供することが可能となる）。

さらに、将来的に統一番号ができた際に統一番号を追加できる（置換できる）ようにしておくこと
が望ましい。

【参考】医療情報ネットワークの
国際標準

XDS （Cross-Enterprise 
Document Sharing）は、施設間で

共有する医療ドキュメントを、互い レジストリ

ドキュメントの所在情報を管理

（患者データがどこの病院にあ
りどんな情報があるか）

患者ID簿

各施設で管理されている患者
IDを相互参照

0001 Aさん 001 002 003
Aさん A病院 検査結果A
Aさん B病院 検査結果B共有する医療ドキュメントを、互い

の施設から参照可能なリポジトリに
格納し、各ドキュメントのありか情
報をレジストリに登録。施設間でド
キュメントの交換が必要になった際
に 該当するドキ メントをレジスト

レジストリ

①登録 ①登録 ①登録

②検索

患者ID簿 0001 Aさん 001 002 003
Aさん C病院 検査結果C

地域で一意のID
レジストリには将来
統一番号ができた際
に追加できるように
しておくことが望ましに、該当するドキュメントをレジスト

リを検索することで、格納されてい
るリポジトリから取り出し参照でき
る
PIX （Patient Identifier Cross- 公開用

公開用
リポジトリ

公開用

②検索

001 Aさん
検査結果A

002 Aさん
検査結果B

003 Aさん
検査結果C

しておくことが望まし
い

referencing）/PDQ（Patient 
Demographics Query）は、患者の

識別のための仕組みで、各施設で各施設で
管理されている患者管理されている患者IDIDと同時に地と同時に地
域で一意な域で一意なIDIDを発行管理する仕組。を発行管理する仕組。

A病院

開用
リポジトリ

B病院

リポジトリ

C病院

開用
リポジトリ

③取得

利用者

7

域で 意な域で 意なIDIDを発行管理する仕組。を発行管理する仕組。

管理工学研究所HPより一部改変
http://www.kthree.co.jp/products/xds/renkei1.html



Ⅰ－３－４. 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書 第一版について

患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書
電子的に診療情報提供書（いわゆる紹介状）を記載するための規格。国際標準であるHL7 

CDA R2に準拠し、かつ画像情報、波形情報、各種検査情報、その他XML、テキスト、スキャナ準拠 、 画像情報、波形情報、各種検 情報、そ 他 、テキ 、 キャナ
などで採取された文書類を外部参照し、本文から関連づけて参照できる仕組みを持つ。

本規格は日本HL7協会 技術委員会のCDA SIGの委員により開発され、日本HL7協会におい
てパブリックコメントを経て、2007年3月に規格化された（実証事業の終了後当該規格化まで３
年が経過）年が経過）。

取り込む

紹介状化 紹介状

画像情報

検査情報

診療情報提供書の標準規格

可搬電子診療文書媒体規格

CD化

病院間で、電子的に患者の診療データのやりとりが可能となる。
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Ⅰ－３－５． 医療情報の標準の体系（相互運用性の階層）

診療サマリ 退院時サマリ 紹介状
患者診療情報提

供書

オーダー／結果

処方 放射線検査 内視鏡検査 生理検

画像／波形情報

放射線画像 内視鏡画像 病理画像 眼

・・・

伝達内容

ドキュメント

（他の医療機関の）処方、放射線検査、内視鏡検査、生理検
査、注射、手術・処置、リハビリ、他

放射線画像、内視鏡画像、病理画像、眼
科画像、皮膚画像、心電図、脳波図、他

HL7準拠 DICOMメッセージ
交換規約

伝達内容
情報を参照できる
レベル

基本

利
用
者
情
報

患
者
情
報
（基

患
者
情
報
（感

ー
情
報
・
入
退

オ
ー
ダ
情
報

・
放
射
線
）

検
査
結
果
情

病
名
情
報

注
射
に
か
か

実
施
情
報
等

処
置
・手
術

データ
セット

報
基
本
情
報
）

感
染
症
・ア
レ
ル
ギ

退
院
歴
・受
診
歴
）

報
（処
方
・
検
体
検
査

情
報
（検
体
検
査
）

わ
る
指
示
・

等

情報の整理、
グラフ化など、相手
の情報を取り込み、
デ タ連携のレベル

ギ 査

病名：ICD１０対応電子カルテ用標準病名マスター

手術・処置：標準手術・処置マスター

臨床検査：標準臨床検査マスター（JLAC10)

データ連携のレベル

用語集
コード
セット

臨床検 標準臨床検 タ （ )

医薬品：標準医薬品マスター

医療機器：標準医療機器データベース

看護用語：看護実践用語標準マスター

9

症状所見：症状・所見標準マスター

画像検査：標準画像検査マスター（JJ1017）

J-MIX：電子保存された診療録情報の交換のためのデータ項目セット



参考資料：
地域医療機関の情報連携の取り組みの現状地域医療機関の情報連携の取り組みの現状
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１．医師不足問題と地域医療連携の必要性の高まり

近年、地域の患者が必要以上に高度な医療を求めて中核病院へ集中。２００４年度の新臨床研修制度開始以降顕著になっ
た地域医師不足とあいまって、中核病院での医師の負担が増大し、医師が辞めていくという悪循環が発生。このような地域の
医師不足問題（医療崩壊）に対応するため、地域における医師確保に加えて、中核病院と周辺の診療所等の適切な役割分
担（地域医療連携クリティカルパスなど）によって患者の治療を一体的に実現することが必要との認識が高まる。

多種多様な患者

診療所等

地域医療連携が
ない場合

地域医療連携が
実現すると

中核病院・特定の病院

高度な医療を
必要とする患者

（開業医）

リハビリ病院救急患者

軽症の患者 集
中

情
報
技
術
を
活
用

患
者
治
療
の
集
中

介護療養型
医療施設

中

医療従事者の忙殺による医療の質の低下、
医師・看護師の離職。

医師不足の地方・高齢者が相対的に多い地方ではさらに深刻

これを解決するために・・・

用
し
た

中
解
消

その他・・・

リハビリ患者 医療機関間をネットワーク化し、
患者情報の共有・連携
患者の病状フェーズに応じて

医療機関の機能に応じた患者の治療を分担

これを解決するために

11

回復期患者 要介護の患者

医療機関の機能に応じた患者の治療を分担

医師の負担軽減、
離職の回避

患者への適切な医療
提供、医療の質向上



２．地域医療再生基金による地域医療連携の支援

２００６年度第５次医療法改正を踏まえ、２００８年度から都道府県が策定する医療計
画において、脳卒中等4疾病5事業に係る地域医療連携体制に関する事項を定める

情 患 情こととされた。これを受けて、情報技術を活用して患者情報を連携することにより、地
域連携クリティカルパスを実現する取組みが本格開始。

地域全体が直面する医療課題を解決することが地域医療再生基金の目的であり、そ
の解決手段の一つとして、この取組みを行うことも可能である。

【4疾病】

・がん

・脳卒中

【4疾病】

・がん

・脳卒中

【5事業】

・救急医療

【5事業】

・救急医療

脳卒中

・急性心筋梗塞

・糖尿病

脳卒中

・急性心筋梗塞

・糖尿病

・災害時における医療

・へき地の医療

・周産期医療

・災害時における医療

・へき地の医療

・周産期医療・周産期医療

・小児救急医療を含む小児医療

・周産期医療

・小児救急医療を含む小児医療
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３． 地域医療連携のニーズの多様化

•４疾病５事業の１つである糖尿病は近年発症数が急増。糖尿病は、特に高齢者における慢性
疾患となる場合が多く、医療と介護の双方のサービスを受け、又は複数の医療機関にかかる
場合が多い。場合が多い。

•急性疾患の脳卒中でも、高齢者の場合には退院後も継続的な介護が必要となることが多く、
現在の医療連携の枠内にとどまらず介護フェーズまで連携対象とすることが必要。

•さらに、在宅医療が推進されていることから、在宅時における看護・介護時の健康状況などの
情報が、医療機関の診療情報と連携することが必要。

•これまでの地域医療連携では 急性期から退院まで（いわゆるすごろく上がり型）の一方向の•これまでの地域医療連携では、急性期から退院まで（いわゆるすごろく上がり型）の 方向の
情報連携が着目されてきたが、今後は以上のような情報連携の必要性が増大してきている。

2210
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0
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平成9年 平成14年 平成19年

8.4
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13
糖尿病の患者の推移

（出典：平成18年度「国民栄養・健康調査の概要」（厚生労働省））

平成9年 平成14年 平成19年

①糖尿病が強く疑われる人 ②糖尿病の可能性が否定できない人 ③①と②の合計

平成18年 平成32年

介護市場規模（兆円）

介護市場規模予測
（出典：「国立社会保障・人口問題研究所」発行「介護動態統計」）



４．地域医療連携におけるシステム導入事例

秋田県長野県 北海道石川県

政府事業等により、各地で情報システムを活用した地域医療連携が行われているが、初期投資及び
維持コスト高などによって進展の範囲は限定的。地域をまたがる情報連携は十分進んでいない。

診療情報共有ｼｽﾃﾑ

経済産業省／MEDIS-DCによる
平成12年度先進的情報技術活用型
医療機関等ネットワーク化推進事業

ICTを利用した複合的遠隔
予防医療事業

旭川クロスネット

ＭｅｄＩＫａ

北見赤十字病院

能登北部医療圏における遠隔
医療・地域医療連携

山形県

Net4U京都府

千葉県

岩手県

すこやかネットワーク
厚生労働省による平成14年
度以降の地域診療情報連
携推進事業

富山県

南砺市での小児科医療連携

まいこネット

CoMet

国立京都医療センター

千葉県

わかしおネットワーク

PLANET

島根県

医療ネット島根

福岡県

平成18年度厚生労働省電

子的診療情報交換推進事
業

岐阜県

診療ネットワーク

朝倉医師会病院

静岡県

東京都

HOTプロジェクト
佐賀県

どこでもかかりつけ病院

平成18-20年度地域医療情報

連携システムの標準化及び実
証事業

経済産業省 総務省 厚生労働

熊本県

長崎県

あじさいネットワーク

愛知県

MediNetTokai

静岡県

静岡版電子カルテ

経済産業省・総務省・厚生労働
省による平成20年度健康情報
活用基盤実証事業

香川県

K-MIX
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沖縄県

浦添総合病院

大阪府

ヘルスケアネットワーク

ひご・メド

宮崎県

はにわネット

総務省による平成20年度-平成21
年度地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業

岡山県

新見あんしんねっと

電子ｶﾙﾃ機能統合型TV会議ｼｽﾃﾑ



５．地域医療機関間の情報連携の現状

連携は医療従事者間の信頼関係が構築されている範囲（顔が見える範囲）。したがって、地域医療連携で
はヒューマンネットワークの構築が前提。そのためには、地域における医師の確保の取組みが不可欠。

現時点では、疾病ごとの地域医療連携が開始されたところ。地域医療連携に参加していない医療機関も多
数存在するとともに 医療情報連携に 情報システムを活用しているとも限らない

A二次医療圏 B二次医療圏

数存在するとともに、医療情報連携に、情報システムを活用しているとも限らない。

今回の地域医療再生基金事業における地域医療の情報連携では、ヒューマンネットワーク構築とともに、効
率的かつ拡張可能性の高い情報システムの導入が期待されるところ。

A二次医療圏 B二次医療圏

病
中核病院から距離が遠い場合や
隣の二次医療圏と距離が近い病院

ベンダa社
中核病院

中核病院
連携していない病院 ベンダb社

中核病院

患者は概ね自分の住んでいる二次医療圏で地域医療連携を利用する
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患者は概ね自分の住んでいる二次医療圏で地域医療連携を利用する



６．医療情報システムの導入促進・標準化等

 ２０００年以降、医療の情報化は、まずオーダリングシステム、次に電子カルテシステムの導入促進から出発。ベンダー間でシ
ステムが接続できないとの問題が発生し、０５年～０７年実証事業として、病院内部のシステムの統合化・マルチベンダー化を
図るための院内システム間の情報接続標準化を政策的に推進。院内システムの情報接続は一定の成果あり。

 医療機関間での情報連携としては、紹介状の電子化（CD-R化）のための標準化事業（０６年度）や、脳卒中及び周産期医療
ばに係る一方向の地域医療連携のための標準化事業（０６年度～０８年度）を実施。医療連携の取組みは緒についたばかり。

 病院内でのみシステム化をするのであれば病院独自コードで十分であり、また、システムを標準コードに変更するコスト負担
が大きいことから、医療用語・標準コードの普及は進んでいない状況。しかし、前述のように地域医療連携の取組みが喫緊の
課題となる中、医療現場で最低限必要な情報交換の仕組みが必要となっている。

医事会計システム

病院内各部門 病院内共通システム

オ 電

？

？薬剤システム

臨床検査システム

放射線検査システムA病院

オ
ー
ダ
リ
ン
グ

電
子
カ
ル
テ

B病院

？

放射線検査システムA病院

医療機関内の情報システムの連携に必要な対策① 医療機関間の情報システムの連携に必要な対策②

C病院

• 病院内のシステム間でデータを交換する際
の手続き等を決めておく必要がある。
→ コネクタソン（システム間での接続試験）で

実施

• 複数の病院間のシステム間でデータを
交換する際の手続き等を決めておく必要
がある。
→ データ交換規約の整備

様々な
ベンダが

システム

他病院の

システム
が
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• 病院内のシステム間で同じコードを使う必
要
がある（同じ病気であれば同じコード）
→ 病院内でのコードの統一（独自コードも有）

・ 病院内部での独自コードは、他の病院で
は使えない
→ 病院間でのコードの統一

システム
を構築

が
どうなって
いるのか



７． 医療情報システムの導入支援及び標準化への国の取り組み（参考）

2001 (H13)
e-Japan戦略

J-MIX策定
（MEDIS-DC）

HELICS協議会設立

厚生労働省

経済産業省

医療施設内システムの
導入促進・標準化

2000

2001

医
療
機

ネ
ッ
ト

推
進

総務省

2003 (H15)

病
院

シ
ス
テ

促
進

事 電子版 すごろく上がり

医療情報
電子化、外部
保存に向け
たル ル化

2002

機
関
等

ト
ワ
ー
ク
化

進
事
業

「保健医療分野の情
報化に向けてのグラ
ンドデザイン

2003 (H15)
e-Japan戦略Ⅱ

9分野、10の標準

マスター策定
（MEDIS-DC）

コネクタソン開始

内
情

報
テ
ム
整
備

事
業

等 標
準
的
電
子
カ

委
員
会
・

紹介状の
標準化

型地域連携
の標準化

たルール化2003

2004

2006 (H18)
IT新改革戦略

医
療

用
語
・
コ
ー
ド

カ
ル
テ
推
進

・
Ｗ
Ｇ 医

療
情
報
ネ
ッ
ト

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム

相
互
運
用
性
の
実 電
情推

医療・健康
サービス産業間

の標準化

2005

2006

Ｗ
ｅ
ｂ
型

IT新改革戦略

「医療・健康・介護・
福祉分野の情報化
グランドデザイン」

ド
の
標
準
化

地
域
医
療
情

報
シ
ス
テ
ム
の

標
及
び
実
証
事

ト
ワ
ー
ク
基
盤
検
討
会

ム
に
お
け
る

実
証
事
業

電
子
的
診
療

情
報
交
換

推
進
事
業

S
S

の標準化

2007
型
電

子
カ
ル

テ
の

導
入

2009 (H21)
i-Japan戦略2015

報
連
携

標
準
化

事
業

脳卒中 周産期オ ダリング 電

会S
-M

IX
普
及
活
動

（
配
布
等
）

医療情報システム
の安全に関するガ
イドライン策定（外
部保存のガイドライ

2008

2009

入
支
援レセプトオンライン

請求の原則化開始

基本デ タセット

健
康
情
報
活
用

基
盤
構
築
の
た

の
標
準
化
及
び

実
証
事
業
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脳卒中・周産期
の地域医療情報
連携関連標準化

オーダリング・電
子カルテシステ
ムの導入促進

共通機能や基本
要件、普及方策
等について検討

紹介状、診療情
報CD化

標準化技術課題
の検討（一部は
三省連携事業）

部保存のガイドライ
ン策定）

基本データセット、
データ交換規約
の策定

用め
び


